
 第５６号議案 

 

 

第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～ 

後期基本計画を定めることについて 

 

 

 亀岡市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、第４次亀岡

市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画を別紙のとおり定めること

について、地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべ

き事件を定める条例（平成２２年亀岡市条例第１７号）第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

   平成２８年２月２９日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 
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第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～ 

後期基本計画の概要 

 

 

 第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画を、次のとお

り策定すること。 

 

１ 計画の期間 

 後期基本計画は、平成２８年度を初年度として、平成３２年度

を目標とすること。 

 

２ 施策分野別基本計画 

 目指す都市像を実現するための具体的な施策として、施策分野

別基本計画を次のとおりとすること。 

第１章 互いを認め合う、ふれあいのまちづくり 

第２章 安全で安心して暮らせるまちづくり 

第３章 健康で元気あふれるまちづくり 

第４章 豊かな心と文化を育むまちづくり 

第５章 人と環境にやさしいまちづくり 

第６章 活力あるにぎわいのまちづくり 

第７章 快適な生活を支えるまちづくり 

第８章 効率的で明るい都市経営 

 

３ シンボルプロジェクト 

 後期基本計画のシンボルプロジェクトのテーマを次のとおりと

すること。 

京都スタジアム（仮称）と京都・亀岡保津川公園を活かしたま

ちづくり 
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